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１ 地域の循環型社会形成を推進するための基本的な事項  

⑴ 対象地域 

構成市町村名 田川市 

面    積 54.55㎢ 

人    口 46,528人（令和３年３月３１日現在） 

  過 疎 地 域 

⑵ 計画期間 

本計画は、令和４年4月1日から令和９年3月31日までの５年間を計画期間とする。  

なお、目標の達成状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要な場合には計画を見

直すものとする。  

 

⑶ 基本的な方向 

田川市の生活排水の処理に係る基本方針は、平成２８年度に下水道による集合処理

から浄化槽による個別処理へと方針転換し、令和元年４月から独自で創出した新たな

浄化槽整備事業を実施しており、浄化槽による汚水処理人口普及率の向上を図ってい

る。なお、令和２年度には、コミュニティ・プラント処理区域及び市営住宅等の大型

合併処理浄化槽処理区域を含め、市内全域を「浄化槽処理促進区域」として指定して

いる。 

 

⑷ 広域化・施設の集約化の検討状況  

令和２年度までは、田川地区清掃施設組合（田川市及び川崎町）が管理・運営を行

う「乙女環境センター」においてし尿の処理を行ってきたが、令和３年度からは、田

川地区広域環境衛生施設組合（田川市、香春町、添田町、川崎町、糸田町、大任町、

福智町及び赤村）が管理・運営を行う「田川地区クリーンセンター」において広域処

理している。 
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２ 循環型社会形成推進のための現状と目標  

⑴ 生活排水の処理の現状  

令和２年度の生活排水の処理状況及びし尿・汚泥等の排出量は図１のとおりであ

る。生活排水処理対象人口は、全体で46,528人であり、汚水衛生処理人口（令和2年

度現在現に汚水処理施設に接続されている人口、以下同様。）は、29,719人、汚水

衛生処理率63.87％である。 

し尿発生量は、17,750kl／年、浄化槽汚泥発生量は、32,034kl／年であり、処分量

（＝収集・運搬量）は、52,343kl／年である。 

 

 

図１ 生活排水の処理状況フロー  
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⑵ 生活排水の処理の目標  

生活排水処理については、表１に掲げる目標のとおり、合併処理浄化槽の整備等を

進めていくものとする。 

表１ 生活排水処理に関する現状と目標  

 令和2年度実績 令和9年度目標 

処 

理 

形 

態 

別 

人 

口 

公共下水道  －人（－％） －人（－％） 

コミュニティ・プラント 755人（1.6％） 720人（1.6％） 

集落排水施設等  －人（－％） －人（－％） 

合併処理浄化槽等  28,964人（62.3％） 34,572人（77.0％） 

未処理人口  16,809人（36.1％） 9,586人（21.4％） 

合計 46,528人（100.0％） 44,878人（100.0％） 

し
尿
・
汚
泥
の
量 

汲み取りし尿量  17,750キロリットル 9,925キロリットル 

浄化槽汚泥量  32,034キロリットル 36,034キロリットル 

合計 49,784キロリットル 45,959キロリットル 

 

 

図２ 目標達成時の生活排水の処理フロー  
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３ 施策の内容 

⑴ 発生抑制、再使用の推進  

公共用水域の環境保全を目的として、生活雑排水の適正処理に関する啓発を推進す

る。 

  １－１ 合併処理浄化槽への切り替え  

      くみ取り便槽や単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を推進するた

め、転換に限って浄化槽設置に対する補助制度を手厚くし、ホームページや

広報に合併処理浄化槽の設置に関する情報を発信する。 

  １－２ 家庭での取組推進  

      公共用水域の環境保全のため、水にやさしい生活を送るための情報を、広報

やチラシ等を活用し、より広く発信する。 

      また、地域学習や環境教育の場において、水環境の現状を理解してもらえる

よう家庭等での取組を推進する。 

  １－３ 水洗化の普及・啓発  

      合併処理浄化槽を設置することの必要性について、公共用水域の環境保全と

関連付けた広報等を行うことにより、水洗化の普及・啓発を推進する。  

  １－４ 業者との連携  

      法定検査を含む合併処理浄化槽等の適正な維持管理の重要性について、維持

管理業者等と連携して情報交換を行う。  

 

 ⑵ 処理体制 

２－１ 生活排水処理の現状と今後  

市内全域を浄化槽処理促進区域として指定していることから、合併処理浄

化槽の設置を推進する。 

なお、平成４年度から開始した浄化槽設置に対する補助制度は、令和元年

度から転換に限って補助対象の拡大と補助金額の上乗せを行うなどの拡充を

図り、令和１０年度末の汚水衛生処理率８０％を目指す。（平成３０年度末

61.5％） 

２－２ 今後の処理体制の要点  

老朽化したコミニティ・プラントの処理施設の更新を行う。  
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⑶ 処理施設等の整備 

ア 廃棄物処理施設  

星美台地区で発生する汚水の適正処理を行うため、表２のとおり必要な施設整備

を行う。 

表２ 整備する処理施設 

事業
番号 

整備施設種類  事業名 処理能力 設置予定地  事業期間 

1 
コミュニティ・  

プラント 

星見台汚水処理場

改築事業 
220㎡/日 

田川市大字糒  

1700番地404 
Ｒ5～R7 

※地域内の施設の現況と予定は、添付資料４を参照  

（整備理由） 

 事業番号１ 施設の老朽化、省エネルギー化 

 

  イ 浄化槽 

    浄化槽の整備について、表3のとおり実施する。  

表３ 合併処理浄化槽への移行計画  

事業
番号 

事業名 
直近の整備済 
基数（基） 

（令和2年度） 

整備計画
基数 
（基） 

整備計画人口  
（人） 

事業期間 

2 浄化槽設置整備事業  239 1,845 6,385 Ｒ1～R5 

3 その他地方単独事業  15 243 0 Ｒ1～R5 

合計 254 2,088 6,385  

 

 ⑷ 施設整備に関する計画支援事業  

⑶の施設整備に先立ち、表４に示す計画支援事業を行う。  

表４ 施設整備に関する計画支援事業  

事業
番号 

事業名 事業内容 事業期間 

4 星見台汚水処理場改築事業  
生活環境調査（環境アセスメント）業

務星美台汚水処理場改築設計委託業務  
Ｒ4～R4 

 

４ 計画のフォローアップと事後評価  

⑴ 計画のフォローアップ  

田川市は、毎年、計画の進捗状況を把握し、その結果を公表するとともに、必要に  

応じて、福岡県及び国と意見交換をしつつ、計画の進捗状況を勘案し、計画の見直し

を行う。 
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⑵ 事後評価及び計画の見直し  

計画期間終了後、処理状況の把握を行い、その結果が取りまとまった時点で、速や

かに計画の事後評価、目標達成状況の評価を行う。  

また、評価の結果を公表するとともに、評価結果を次期計画策定に反映させるもの

とする。 

なお、計画の進捗状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じ計画を見直す

ものとする。 
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■添付資料１ 対象地域図  

 

 

嘉麻市

桂川町

北九州市

須恵町

宇美町

篠栗町

久山町

太宰府市

筑紫野市

赤村

川崎町

添田町

築前町

遠賀町

芦屋町

水巻町

中間市

岡垣町

香春町

大任町

築上町

宗像市

糸田町

直方市

宮若市

飯塚市

福智町
行橋市

鞍手町

小竹町

みやこ町田川市

上毛町

豊前市

吉富町

苅田町
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■添付資料４ 地域内の施設の現況と予定（位置図）  

１ コミュニティ・プラント  

【現状】 

 

【将来】 

処理能力  338 ㎥/日  

竣工  平成 10 年 3 月  

処理能力  220 ㎥/日  

竣工  令和 5 年 11 月  

 

【洪水浸水想定】  

3.0ｍ  

【対策】  

施設が浸水で稼働できなくなっ

た場合、各家庭から流入する汚水

を衛生管理委託業者が衛生車に

て施設の原水槽から直接くみ取

り、田川地区クリーンセンターへ

搬出・処理するように依頼する。 
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２ 田川地区クリーンセンター（大任町）   

処理能力  390 ㎘/日  

竣工  令和 3 年 8 月  
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【参考資料様式６】

都道府県名　福岡県　　

⑴　事業主体名 田川市

⑵　施設名称 星美台汚水処理場

⑶　工期 令和５年度　～　令和６年度

⑷　施設規模 処理能力　220㎥/日

⑸　形式及び処理方式 接触曝気方式

⑹　地域計画内の役割※１

老朽化及び汎用性のない設備機器の交換費用が嵩み、維持管

理経費が年々増加しているため、汚水施設使用料収入で維持

管理費用を賄える施設を改築する。

⑺　廃焼却施設解体工事の有無 　　有　　無

「汚泥再生処理センター」を整備する場合

⑻　資源化の方法

⑼　資源化物の利用計画

「コミュニティ・プラント」を整備する場合

⑽　計画処理人口及び面積
人口　744人

面積　89,090.59㎡

⑾　計画地域の性格 星美台地区の安定した汚水処理を行うもの。

⑿　事業計画額 167,297千円

施設概要（し尿処理施設系）

※１　し尿処理施設の基幹的設備改良事業を実施する場合は、二酸化炭素の削減率を記載する

こと。また、汚泥再生処理センターを整備する場合は、し尿・浄化槽汚泥と併せて処理する生

ごみ等の有機性廃棄物が何であるかを記載すること。
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⑴　事業主体名

⑵　事業目的

⑶　事業名称
生活環境調査（環境ア

セスメント）業務

星美台汚水処理場改築

設計委託業務

令和４年度　～ 令和4年度　～ 令和　　年度　～

　令和４年度 　令和4年度 　令和　　年度

⑸　事業概要

設置予定地において生

活環境影響調査を行

う。

当該施設の改築に伴う

設計業務等を行う。

⑹　事業計画額 7,282千円 7,604千円

⑷　事業期間

田川市

星美台汚水処理場施設整備のため

【参考資料様式８】

計画支援概要

都道府県名　福岡県　


